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				千代田区の行政書士法人JAPAN VISA STATUSのホームページへアクセスいただきありがとうございます。

当事務所は「誠実・親切・安心」を心がけ、お客様から信頼される行政書士事務所を目指しております。

現在、当行政書士法人では数多くある行政書士業務のうち以下の業務に力を注いでいます。

	ビザ、在留カード、在留資格申請、在留ビザ申請

外国人の雇用、留学生の採用について教えて欲しい

永住ビザの取得方法と必要書類を教えて欲しい

在留ビザの更新を行いたい方。在留ビザの延長をしたい

日本で働くための各種手続き申請を教えて欲しい

高度人材ポイント制と高度専門職ビザについて知りたい

帰化申請のことと相談したい

外国人の雇用で困っている採用担当者
	外国法人の日本支店・日本営業所の開設

日本で法人設立をしたい、定款の作成を知りたい

日本に営業所を開設したい
	初めて外国人を採用/雇用する会社(規模の大小を問わず)のご相談

雇用にあたっての注意点や各種申請書類(入管関係)の作成など（行政書士だけではなく社会保険労務士の資格もあるので会社関係の労務業務の対応も可能です）
	登録支援機関を使って外国人の雇用をしたい

当事務所は「登録支援機関」として登録されております（19登－001006、登録日：2019年7月5日）。登録支援機関についてのご相談、ご依頼もお受けしております。
	国際結婚・国際離婚

国際結婚で必要となるビザの相談をしたい

国際結婚の協議書を作成して欲しい
	相続・遺言書のご相談

相続や遺言書について誰に聞いていいか分からないので教えて欲しい

確実に有効な遺言書を作成したい

遺言書がでてきたらどうすればいいのか教えて欲しい

家族、親族以外の相続人の存在があきらかになり困っている

自分の相続分が少ないのでなんとかして欲しい

遺言の執行者になって欲しい

遺産分割協議書について教えて欲しい

相続問題でどこから手をつけていいかわからない、どうすればいいかわからない

相続関連用語の意味を解説してほしい

内縁関係の場合相続はどうなるのかわからない
	その他のご相談

外国人の住民票を取得したい

外国人の雇用契約書作成

借用書、売買契約書、賃貸借契約書、業務委託契約書等の各種契約書作成や書類を公正証書にする場合の内容確認


行政書士法人JAPAN VISA STATUSはあなたの身近な法律アドバイザーです

市民生活で必要となる官公署への手続き、契約、書類作成などの困り事や悩みを解決するため当事務所はさまざまなご相談を伺っております。

特に法律の知識が必要とされる契約書の作成や内容証明作成、交通事故の示談書作成などの幅広い生活上のトラブル防止にフットワークのよさで、皆様のご要望に明確にお応えします。

営業時間は　毎週月曜日～金曜日の　午前9時～午後6時

土曜日、日曜日、祝日もお客様のご要望に応じて面談をお受けすることが可能な場合もあります。

ご相談は、お電話、メール、ファックスにて承っております。

 

			


		

	




		
	




		


		
			
				

	
					
				代表社員行政書士佐藤正巳
[image: ]所在地
			行政書士法人 JAPAN VISA STATUS（ジャパンビザステータス）

〒101-0047

東京都千代田区内神田　１－６－７

太陽ビル１階

電話番号　　　　０３－５９１３－９７５０

ファックス番号　０３－５９１３－９７５１

携帯電話　　　　０７０－３１００－１６７０
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 お名前 (必須)

 


 メールアドレス (必須)

 


 電話番号（必須）

 


 件名（〇〇について等ご記入ください）

 


 メッセージ本文（必須）
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